
	第1節	 自衛官の処遇改善

2	 防災の専門性を有する外部人材を、地方公共団体の「防災監」や「危機管理官」などで採用・配置するにあたり、必要となる知識・経験などを有するも
のとして証明する制度

防衛力の抜本的強化を真に実現するためには、優れた
自衛官を安定的に確保し続ける必要がある。このために
は、これからの防衛力の担い手となる世代が、安心して
厳しい任務に従事でき、自衛官という職業を選択したこ
とに誇りと名誉を得ることができるような、令和の時代
にふさわしい処遇を確立する必要がある。この状況を踏

まえ、過去に例のない30を超える手当などの新設・金
額の引上げを含めた、任務や勤務環境の特殊性を踏まえ
た給与面の処遇改善、士をはじめとした幅広い層の人材
確保のための処遇改善、予備自衛官等の処遇改善、功績
に相応しい叙勲などの在り方の検討といった施策を講ず
ることとしている。

	第2節	 生活・勤務環境の改善
自衛隊という組織全体のパフォーマンスを向上してい

くにあたっては、やりがいと働きやすさの双方を向上
し、自衛官一人ひとりが働きがいを感じられる環境を構
築していくことが不可欠である。そのため、組織文化の
改革、営舎内居室の個室化、艦艇乗組員の生活・勤務環
境の改善、宿舎環境の改善、通信環境の整備の推進、公

共交通機関が少ない基地・駐屯地などへのアクセス改善
に取り組んでいく。また、自衛官が育児・介護との両立
に不安を抱くことなく、任務に専念できる環境の整備や
女性活躍のための環境整備、隊員が日ごろから身に着け
る制服や作業服といった被服・糧食および健康管理体制
の充実にも取り組んでいく。

	第3節	 新たな生涯設計の確立
若年定年制で多くの自衛官が56歳で退職する中、再

就職や再々就職・収入に不安を感じさせないようにする
ことが、自衛官の確保にとっても重要な課題である。そ
のため、退職する自衛官が自衛隊で培った知識・技能・
経験を活かすことができる環境を整えるべく、関係省庁
と防衛省が連携して地方公共団体や幅広い業界、経済団
体に対し退職自衛官の活用などについての働きかけを行
い、再就職先の拡充を図る。加えて、退職自衛官が自衛
隊の勤務を通じて培った技能を活かして、海技士や航空
整備士といった公的資格を取得しやすくするためのプロ
セスの簡素化や地域防災マネージャー制度2の財政措置
を含めた検討に取り組む。

さらに、若年定年の自衛官が、年金受給開始年齢であ
る65歳まで安心して社会で活躍できるよう、65歳まで
の再就職支援を可能とするほか、定年の引き上げなどに
ついても検討し、具体的な引上げ幅や対象などについて
2025年夏頃を目途に決定する。若年定年退職者給付金
については、部外の専門家の意見を踏まえ、2026年度
から施行することを目指し、給付水準の引上げなどを検

討する。加えて、部外力としての退職自衛官の活用のあ
り方について検討を進める。

図表Ⅳ-1-1（自衛官の生涯年収の向上（イメージ）2
士で入隊し曹長で退職する者の現行収入のモデル
ケース）
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図表Ⅳ-1-1 自衛官の生涯収入の向上（イメージ）2士で入隊し曹長で退職する者の現行収入のモデルケース
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	第4節	 その他

3	 防衛省における特定秘密漏えい事案など、本省内部部局幹部職員によるパワー・ハラスメント事案、海自における服務事案（不正受給・不正喫食）およ
び潜水艦修理契約下における不適切事案

上記のほか、自衛官として質の高い人材を確保するた
めの取組や、国民の命と暮らしを守るための自衛官の貢
献に対する国民の幅広い理解を得るための取組を強化す
る。特に、自衛隊に対し、国民から多くの期待が寄せら
れる中、自衛隊がその能力を最大限に発揮し任務を遂行
するためには、国民の支持と信頼を勝ち得ることが必要
不可欠である。これに関し、2024年7月および12月に
公表した一連の事案3のいずれも、このような支持と信
頼を裏切る、決してあってはならないものであり、防衛
省・自衛隊として引き続き重く受け止め、規律維持に強
い姿勢をもって取り組み、再発防止策を徹底していく。
また、システム化や電子化を進めることでヒューマン・
エラーや不正を防止することなどを含め、コンプライア

ンス機能や監査機能などを継続的に強化し、自衛隊と
個々の隊員が、常に高い使命感と倫理観をもって任務に
当たる環境を構築する。さらに、防衛省・自衛隊の有す
る知識や経験を活かし、関係機関などにおける各種講座
への講師派遣などを通じて、防衛・安全保障や災害対応
といった自衛隊の活動に対する国民の理解を促進してい
く。このほか、防衛省・自衛隊における人的基盤の強化
を図る観点から、防衛省人事教育局に人的基盤の強化を
担う室を設置し、省内における検討体制を充実させる。
そのうえで、募集に関する地方公共団体との連携や自衛
官などの採用を推進するための広報・募集の強化といっ
た取組を行っていく。
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